
改 正 案 現 行

（削除） 別表第１（第２条関係）

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表 教育職給料表（一） 教育職給料表（二） 医療職給料表（二） 技能労務職給料表

９級

８級

７級

４級 ４級 ７級

６級 ３級 ３級の１７号給以上

５級 ３級の１６号給以下 ６級 ５級

４級

４級 ２級の３７号給以上 ２級の４５号給以上 ５級の９号給以上 ３級の９３号給以上

２級の２９号給から ２級の３７号給から４ ５級の８号給以下 ３級の４９号給から９

３級 ３６号給まで ４号給まで ４級 ２号給まで

３級

２級の９号給から２ ２級の２１号給から３ ２級の１３号給以上 ３級の４８号給以下

２級 ８号給まで ６号給まで １級の４５号給以上 ２級の４９号給以上

１の６９号給以上

２級の８号給以下 ２級の２０号給以下 ２級の１２号給以下 ２級の４８号給以下

１級 １級の６８号給以下 １級 １級の４４号給以下 １級



改 正 案 現 行

（削除） 別表第２（第２条関係）

再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう ）の行政職給料表の各級に相当する職務の級。

行政職給料表 教育職給料表（一） 教育職給料表（二） 医療職給料表（二） 技能労務職給料表

９級

８級

７級

４級 ４級 ７級

６級 ３級

３級 ６級 ５級

５級

２級 ２級 ４級

４級

５級

３級 ４級

３級

２級 ３級

２級

１級 １級 １級 ２級

１級 １級



改 正 案 現 行

別表（第６条関係） 別表第３（第６条関係）

日 額 旅 費 を 日 額 旅 費 を

支 給 条 件 日 額 支 給 方 法 支 給 条 件 日 額 支 給 方 法

受 け る 者 受 け る 者

研修、講習その他 宿泊をするとき。 ６，９００円 １ 研修受講者が研 研修、講習その他 宿泊をするとき。 ６，９００円 １ 研修受講者が研

これらに類する目 修地に滞在するた これらに類する目 修地に滞在するた

、 、的のため旅行をす めに必要な旅費は 的のため旅行をす めに必要な旅費は

る職員 研修開始の日から る職員 研修開始の日から

研修終了の日の前 研修終了の日の前

日までの期間につ 日までの期間につ

いて支給する。 いて支給する。

２ １の期間中滞在 ２ １の期間中滞在

地以外の地域に出 地以外の地域に出

張を命ぜられたと 張を命ぜられたと

きは、本表の日額 きは、本表の日額

を支給せず、条例 を支給せず、条例

の定めるところに の定めるところに

よる旅費を支給す よる旅費を支給す

る。 る。

３ １の日数が引き ３ １の日数が引き

続き３０日を超え 続き３０日を超え

るときは、その超 るときは、その超

える日数について える日数について

日額の１割、日数 日額の１割、日数

が６０日を超える が６０日を超える

ときは、その超え ときは、その超え

る日数について日 る日数について日

額の２割を減じた 額の２割を減じた

額を支給する。 額を支給する。


